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本重大インシデントは、貴社が、安全の根幹に係る信号保安装置である連動

装置の改良工事において、既設設備と改良後設備を接続する切替プラグを挿入

するルールを守らず、請負会社が作成した配線図のチェックを十分に行わず、

かつ、配線作業の進捗管理が不適切であったために発生したと考えられる。ま

た、インシデントが複数回発生したことは、停止現示となるべき信号機が停止

現示にならない事象が発生した際に、安全上問題となる重大な事象であるとの

認識を持たなかったこと、そのために緊急時連絡体制が活用されなかったこと

及び社員同士の引継ぎが適切に行われなかったことが関与したと考えられる。 
このことから、当委員会は、本重大インシデントの調査結果を踏まえ、輸送

の安全を確保するため、貴社に対し、運輸安全委員会設置法第２７条第１項の

規定に基づき、下記のとおり勧告する。 
また、同条第２項の規定に基づき、講じた措置についての報告を求める。 
 

記 
 
(1) 貴社は、再発防止策として、切替プラグの挿入箇所、各種図面のチェッ



クなど、工事施工において既設の信号保安設備に影響を与えない方策を定

め、信号扱い者については、停止現示となるべき信号機の表示灯が停止現

示を示す滅灯状態にならない事象を確認した際に行うべき方法を運転取扱

いマニュアルに明記することとしている。これらは、再発防止に対して効

果があると考えられるが、貴社社員には、これらの施策の趣旨を真に理解

させ、異常発生時に適切な対応をとることができるように教育訓練を継続

実施していくこと。 
 

(2) 貴社では、平成２１年１月１５日函館線において、停止現示となるべき

閉そく信号機が停止現示にならないという重大インシデントが発生してお

り、その後、再発防止策が講じられていると考えられるにもかかわらず、

本重大インシデントが発生したことに鑑み、信号保安装置の工事施工等に

ついて、施工体制や管理方法等を再点検し、貴社社員以外の者をも含む工

事に従事する者に基本動作を定着させ、更なる事態が発生しないように、

安全対策について検討するとともに必要な措置を講ずること。 
 


